
1１　市民協働の推進

1１　市民によるまちづくり活動の推進と支援

1１　市民活動の活性化

総括 詳細意見

1

あがの市民活
動補助事業
自治会活動応
援事業

目的（市民による地域の課題解決に
向けた公益的事業の取組推進）を
達成するような事業に見直し。

事業廃止を含めて見直しすること
代替事業を構築するのであれば、
提案募集型補助事業の導入等も検
討すること。

事業を廃止して、市民活動の中心を
担う自治会の課題解決や活性化を
目的とした「自治会活動応援事業」
を新規事業として実施します。

市長政策・市
民協働課

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・「あがの市民活動補助事業」は令
和2年度をもって廃止しました。
・令和3年度から令和5年度までの3
か年事業として、自治会の課題解決
や活性化を目的とした「自治会活動
応援事業」を実施します。
・10月1日現在、2自治会20万円を
補助しました。
・今後、自治会長会議等で事業を周
知し、利用を拡大します。

・2地区(自治会数10)、1自治会の計
3申請があり、合計36万5千円を補助
しました。
・次年度も、事業周知を図り利用拡
大を目指します。
・次年度は、３か年事業の最終年度
になるため、廃止、継続、見直し等
の事業成果の精査を行います。

・1自治会に対し42千円を補助しまし
た。
・3か年事業の最終年度にあたり、事
業の検証をした結果、事業実績とし
ては低調なものでした。
　《実績》交付数6（自治会数14）、
　　　　　 補助額607千円
・低調な理由は、実施期間がコロナ
禍であり自治会活動を活発に行う状
況ではなかったこと、また、一旦休
止した活動の再開には相当な努力
が必要であるためと考えます。
・この事業を廃止した場合、市単独
で自治会を応援する制度がなくなっ
てしまうことからも、令和6年度の1年
間は事業を継続し、その結果により
事業の方向性を再検討します。
・継続にあたり、補助内容の見直し
を行いました。

・事業継続にあたり補助率等の見直
しを行いました。
　防災・防火活動　3/4
　その他の活動　　1/2
・市として特に注力してもらいたい防
災・防火活動への補助率を他の活
動より手厚く設定しました。
・広報紙、自治会長会議のほか、ポ
スターやチラシを作成し制度周知を
図りました。
・６件の相談がありましたが、いずれ
も申請には至りませんでした。
・相談内容としては、既存の事業へ
の補助に関するものが多く、新規・拡
大事業のみを対象とする本事業と自
治会が求める支援のミスマッチが生
じていることから、次年度へ向けて見
直しを行いました。

委員会の意見
自治会側も提案のできる“使い勝手
のいい、より利用される”事業に改善
すること。

より利用されるための取組みが見え
ない。

事業成果を精査し、廃止を含め見
直しを行うこと。

事業成果を注視し、より利用される
事業となるよう見直しに努めること。

担当部署

状況

阿賀野市行政改革推進委員会の答申に基づき行政改革推進計画期間中に実施する取組（実行計画）　進捗管理シート

事業名
委員会に示した
改革の方向性案

委員会の答申内容 答申内容を踏まえ計画期間中に
実施する取組

別紙１
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総括 詳細意見

2
地域ポイント
カード事業

目的（市内経済の活性化、健康づく
りの推進）を達成するような事業に見
直し。

行政ポイントの廃止を含めて見直し
すること

市内商工会等との連携の模索や、
PRの強化等を図り、なおも利用の増
加が見込まれないのであれば、廃
止に向けた検討をすること。

行政ポイントのあり方について、関係
団体と協議を進めて、令和４年度か
らの事業見直しを目指します。

企画財政課

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・利用者利便性の向上及び加盟店
の増加を目的として、実施事業者が
APOカードのアプリ化（従来のカー
ド方式とスマートフォンアプリを並行
して運用）を今年度中に稼働予定と
しています。
・4年度以降、アプリ化の効果を検証
します。

・カードのアプリ化を行いました。
・アプリ化により目立った苦情はあり
ませんでしたが、期待していた参加
店（27店）の増加などの効果は現在
現れていません。
・R5年度中に行政ポイント付与事業
の見直しを行い、R6年度から見直し
後の事業を開始します。

・行政ポイントの効果検証を事業課
と進めており、付与に関しての見直
しを検討しています。
・商工会と意見交換を行い、商工会
員へのPRに協力を得ました。
・実施事業者において、加盟店の勧
誘を進めていますが、結果が表れる
までには至っていません。

・事業課との効果検証により、ポイン
ト付与による行政参画という目的は
達成できたものと判断しました。
・商工会の協力による商工会員への
PRや実施事業者よる加盟店の勧誘
を行いましたが、加盟店の増加につ
いては現実的な見込みが立たない
状況です。
・これまでの取組を踏まえ、行政ポイ
ントについては廃止の方針としまし
た。

委員会の意見
加盟店増加に向けた取組を進める
こと。

ｱﾌﾟﾘ化による加盟店増加の効果が
見られない。
令和5年度中に廃止を含めて見直し
すること。

効果が現れないようであれば廃止に
向けた検討を進めること。

妥当と認める。

状況

事業名
委員会に示した
改革の方向性案

委員会の答申内容 答申内容を踏まえ計画期間中に
実施する取組

担当部署
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２　信頼される行政経営

１　行政経営の推進

１　組織・人事マネジメントの充実

総括 詳細意見

3

支所機能のあ
り方の検討事

業

人員配置の見直しによるコスト低
減、事務の効率化のため、窓口業
務を見直し。

支所機能の必要性を見極めてから
実施すること

災害時における地域拠点としての役
割や、窓口業務の必要性等の支所
機能を見極めてから、業務を整理す
ること。

支所の窓口業務について、ニーズを
精査し、効率的かつ効果的な視点
から、見直しを検討します。

総務課

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・証明書等のコンビニエンスストア交
付を令和4年3月中に稼働、市税
キャッシュレス決済を今年度開始
し、介護保険料、後期高齢者保険
料についても4年度実施予定となっ
ています。
・これらの導入等の効果による支所
取扱い業務量の変化を見極めてか
ら、見直しを検討します。

・戸籍や住民票、印鑑証明に関する
証明書の交付業務は前年度から△
0.8％、△73件、税証明の交付業務
は前年度から△12.6％、△377件、
公金収納業務は前年度から
36.6％、3,887件と増加しています。
マイナンバーカードの普及率向上と
コンビニ交付のＰＲが必要です。
・国保や年金、介護などに係る申請
等受付業務が支所機能の一つ（利
便性）となっています。
・地方交付税が算入されていること
を踏まえ、支所機能の見直し、検討
を行っています。

・戸籍や住民票、印鑑証明に関する
証明書の交付業務は前年度から△
1,010件、△9.8％、税証明等の交付
業務は前年度から△1,297件、△
24.2％、公金収納業務は前年度か
ら△1,049件、△7.1％と減少してお
ります。一方、マイナンバーカードを
活用したコンビニ交付では、戸籍や
住民票、印鑑証明に関する証明書
の交付は前年度から1,863件、
101.6％増加、公金収納業務は前年
度から、1,301件、6.1％増加してお
り、本庁や支所以外での交付が増
加しています。
・国保や年金、介護などに係る申請
等受付業務が支所機能の一つ（利
便性）となっています。申請等受付
業務は前年度から3,554件、22.6％
増加しています。
・地方交付税が算入されていること
や支所窓口における業務の受付状
況等を踏まえ、支所機能の見直し、
検討を行っています。

・戸籍や住民票、印鑑証明に関する証明
書の交付業務は前年度から△1,836件（△
18.9％）、税証明等の交付業務は前年度
から△899件（△22.1％）、公金収納業務
は前年度から△1,695件（△12.3％）と減少
しております。一方、マイナンバーカードを
活用したコンビニ交付では、戸籍や住民
票、印鑑証明に関する証明書の交付は前
年度から706件、19.1％増加しており、す
べての交付に占めるコンビニ交付の割合
でも令和６年度は11.6％を占め、前年度か
ら1.0％増加しております。公金収納業務
は前年度から155件、0.7％減少しておりま
すが、年間３億超の収納実績があります。
また、キャッシュレス納付についても前年
度から23.3％増加し、令和６年度の収納実
績では９億６千万円であり、コンビニ等によ
る交付、納付実績が伸びてきています。
・国保や年金、介護などに係る申請等受付
業務が支所機能の一つ（利便性）となって
いますが、申請等受付業務は前年度から
1,156件、19.0％減少しています。
・地方交付税が算入されていることや支所
窓口における業務の受付状況等を踏ま
え、支所機能の見直し、検討を行っていま
す。

委員会の意見 妥当と認める。
支所機能の簡素化の可能性を検討
すること。

限られた人員で必要な行政サービ
ス提供していくため、職員の資質向
上とともに業務の見直しを行うこと。

妥当と認める。

担当部署

状況

答申内容を踏まえ計画期間中に
実施する取組

事業名
委員会に示した
改革の方向性案

委員会の答申内容
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総括 詳細意見

4

給食調理業務
の効率化の推

進

コストの低減及び事務の効率化のた
め調理業務の民間委託。

給食の質を維持して実施すること
民間委託に移行しても、アレルギー
対策等の危機管理や、給食の質が
低下しないよう配慮して進めること。

正規調理員の減少見込みに合わせ
て、計画的に給食調理業務の民営
化を実施します。

学校教育課

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・令和３年度から、笹岡小学校の民
間委託化及び、堀越小学校のセン
ター方式（安田学校給食センターか
らの配送給食）を開始しました。
・令和７年度からの阿賀野市学校給
食調理等業務委託の新規契約に向
けて、新たな委託校の追加、安田学
校給食センターの有効活用につい
て方針を検討中です。

・阿賀野市学校給食運営再編計画を策定
し、令和６年度に京ヶ瀬小・中学校及び安
野小学校の調理場を統合する京ヶ瀬学校
給食センターを整備することとしました。ま
た、令和7年度に笹神中学校、令和8年度
に笹岡小学校を自校調理から安田学校
給食センターの給食配送に切り替えること
としました（なお、神山小学校については
令和10年度以降に安田学校給食セン
ターの給食配送に切り替える方針としま
す）。
・今後は、上記計画をもとに令和７年度か
らの阿賀野市学校給食調理等業務委託
新規契約に向けて、給食の質を落とさな
いよう、その内容を検討してまいります。

・令和6年度以降の正規調理員人数
に合わせ、神山小学校の給食調理
を民間業務委託とするための業者
選定を実施しました。
・令和7年3月稼働予定の京ヶ瀬給
食センターの設計等を行いました。
今後は、京ヶ瀬小学校、京ヶ瀬中学
校、安野小学校へ滞りなく給食が提
供されるよう、準備を進めてまいりま
す。
・その他、学校給食関係職員研修
会を実施し、アレルギー対応等につ
いて意識啓発を行いました。

・京ヶ瀬学校給食センターを整備し、
京ヶ瀬小・安野小・京ヶ瀬中の３つの
調理場の統合を行いました。
・令和７年度からの笹神中学校セン
ター調理方式化（安田学校給食セン
ター）のための準備を行いました。
・上記により、令和７年度からの学校
給食調理業務は、全て民間委託に
なります（正規調理員は京ヶ瀬幼稚
園に配置となる）。

委員会の意見 妥当と認める。 妥当と認める。 妥当と認める。 妥当と認める。

,

状況

事業名
委員会に示した
改革の方向性案

委員会の答申内容 答申内容を踏まえ計画期間中に
実施する取組

担当部署
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3２　健全な財政運営の推進

総括 詳細意見

5
審議会委員等
の整理統合

事務コストの低減と効率化のため、
整理統合。

基準を定めて整理すること
設置の基準を策定し、早い段階で
整理できる審議会等から実行してい
くこと。

有償ボランティアや非常勤特別職に
よる委員会等について、法令根拠や
開催頻度等から、必要性の基準を設
けて、令和４年度以降、順次整理を
進めます。

総務課

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・令和4年度以降に取組みます。

・他自治体の審議会等の設置基準
や整理合理化に関する基準などを
情報収集しています（基準策定に
至っていません）。
・当市における各種審議会等の活
動状況を調査しています。

・令和６年度中に、各課（局）に対
し、廃止（審議等の目的が達成され
たもの、社会経済環境の変化等によ
り必要性が著しく低下したもの、活
動が著しく不活発で今後も活動の
見込みがないもの）や統合（審議等
の目的が重複しているもの、行政の
総合性確保のため統合が望ましい
もの）の検討を促し、現況を把握した
うえで、設置基準を策定し、見直し
を実施することとしています。

・主に要綱や規程により設置されて
いる審議会等の廃止を進めるため、
該当する審議会等の抽出、開催実
績、設置目的（類似目的審議会等含
む）などを調査しました。調査結果を
踏まえ、令和７年度に「審議会等の
設置・運営方針」を策定し、各課通
知を予定しています。

委員会の意見 計画的に進めること。
進捗が遅い。
令和5年度中に具体的な提案（基準
策定）を行うこと。

進捗が遅い。
まずは基準を作成し、整理統合に
向け議論を進めること。

速やかに設置・運営方針の策定及
び通知を行い、進捗を早めること。

担当部署

状況

答申内容を踏まえ計画期間中に
実施する取組

事業名
委員会に示した
改革の方向性案

委員会の答申内容
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総括 詳細意見

6

事務用消耗品
の一元管理の

推進

事務コストの低減のため、一元管理
を推進。

効率化を見極めてから実施すること
一元管理する場所や部署等を整理
して、効率化に繋がることを見極め
てから実行すること。

所属部署管理から、一元管理体制
に移行した場合のメリット（削減費用）
と、デメリット（一元管理部署に新た
に加わる事務等）を、一元管理する
消耗品の品目数等から整理して、効
果を見極めたうえで、実施します。

企画財政課
（事務改善委

員会）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・令和4年度以降に事務改善委員会
にて取組みます。

・令和4年度に事務改善委員会は開
催しませんでした。
・管財課でコピー用紙の一括購入に
向けた検討を行い、市場価格等の
調査結果により令和5年度秋に一括
購入及びCO２削減に向け再生紙の
使用を再検討することとしました。

・令和5年度事務改善委員会は開催
しませんでした。
・管財課で進めているコピー用紙の
一括購入について、市場価格が安
定してきたことから、下半期から一括
購入を実施。使用予定数量を調査
し、入札により単価契約したもので
す。
・併せて普通紙から環境に配慮した
再生紙に切り替えました。1割程度
単価が上がったが、一括購入による
コスト低減により、従来とほぼ変わら
ぬコストで再生紙に切り替えることが
できました。

・令和６年度事務改善委員会は開催
しませんでした。
・管財課でコピー用紙の一括購入を
継続して実施しました。使用実績を
もとに、まとまった数量で入札・発注
することでスケールメリットを生かし、
物価高の社会情勢においてもコスト
を抑えることに繋げています。
・予算執行において、電子決裁を導
入したことにより、紙の使用量を削減
しています。それに伴って、各種事
務用消耗品の削減も図られます。

委員会の意見
計画的に進めること。
一元管理以外のコスト削減方法も検
討すること。

妥当と認める。 妥当と認める。 妥当と認める。

状況

事業名
委員会に示した
改革の方向性案

委員会の答申内容 答申内容を踏まえ計画期間中に
実施する取組

担当部署
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総括 詳細意見

7

情報システム
管理・運用事

業
　（標準化・共
同化の実施）

維持管理コストの低減と事務の効率
化のため推進（国標準システムへの
対応）。

実施により事務の質向上を目指すこ
と

業務の改善や業務の質向上のため
どのように活用できるかという視点で
取組を進めること。
国に対して積極的な意見申立を
行って進めること。

住民記録や税業務等で使用する総
合行政システムについて、更新予定
時期（令和6年度まで）に合わせて、
国が推進するシステムの標準化、共
同型クラウド等の導入を検討します。

企画財政課
（デジタル化推

進室）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・令和3年9月に阿賀野市デジタルト
ランスフォーメーション推進計画を策
定しました。
・現在、今後の取組に向けて、情報
収集を進めています。
（昨年12月に総務省の策定した「自
治体デジタル・トランスフォーメー
ション（DX）推進計画」等において、
令和7年度末までに国が整備する
「(仮称)Gov-Cloud」を活用する形で
国の策定する標準仕様に準拠した
システムへの移行に対応するといっ
た方向性が示されたところであり、
「(仮称)Gov-Cloud」の仕様等につ
いては、現在、国において検討中の
状況となっている。）
・今後、国の動向を注視しながら検
討を進めます。

・令和4年10月に「地方公共団体情
報システム標準化基本方針」が閣議
決定され、2025年度までに、ガバメ
ントクラウドを活用した標準準拠シス
テムへの移行を目指すとする政府の
基本的な方針が改めて示されまし
た。
・「阿賀野市情報システム標準化・共
通化検討部会設置要綱」を制定し
て庁内推進体制を整備するととも
に、文字同定や現行システムの概
要調査等の作業を実施しました。
・今後も、国、事業者等の動向を注
視しながら、標準準拠システムへの
移行の実現に向けた取組を推進し
ます。

・標準準拠システムへの移行に向け
て、国が定める手順書等を基に、外
部事業者の支援を受けながら、シス
テム提供事業者への情報提供依頼
（RFI）等の取組を実施しました。
・阿賀野市情報システム標準化・共
通化検討部会による検討を経て、令
和７年度末までに安全確実に標準
化対応を行うための全体概要計画と
なる「阿賀野市情報システム標準化
移行計画」を策定しました。
・今後も、国、事業者等の動向を注
視しながら、標準準拠システムへの
移行の実現に向けた取組を推進し
ます。

・現行ベンダと連携を図りながら、
データクレンジング作業を実施し、現
行システムから標準準拠システムへ
移行する際の不備データ等につい
て整理を行いました。
・デジタル庁が実施するガバメントク
ラウド早期移行団体検証事業に参
加し、標準準拠システムへの移行に
向けた検証作業を実施しました。
・国の「基本方針」の改定や事業者
のリソースひっ迫などの状況を踏ま
え、現行ベンダ等と移行スケジュー
ルの見直しに向けた協議、調整を行
いました。
・今後も、国、事業者等の動向を注
視しながら、安全、確実な移行を最
優先に、標準準拠システムへの移行
の実現に向けた取組を推進します。

委員会の意見 妥当と認める。 妥当と認める。 妥当と認める。 妥当と認める。

担当部署

状況

答申内容を踏まえ計画期間中に
実施する取組

事業名
委員会に示した
改革の方向性案

委員会の答申内容

7/13



3３　行政のデジタル化の推進

総括 詳細意見

8

市税キャッシュ
レス決済導入

事業

市民の利便性向上とデジタル化推
進のため、口座振替の推進とキャッ
シュレス決済を導入。

口座振替の推進と併せてキャッシュ
レス決済を導入すること

事業の開始に伴う広報等のPR活動
を積極的に行うこと。

口座振替の利用啓発に努めることと
合わせて、令和3年度中に、スマート
フォン決済アプリによる新たな納税
方法を導入します。

税務課

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・令和3年8月1日から市税のキャッ
シュレス決済サービスを導入しまし
た。
 ・(対象税目）
　市県民税、固定資産税、軽自動車
税、国民健康保険税
・（対応アプリ）
　Pay Pay　、　LINE Pay
・（令和４年３月末時点利用実績）
　計１５８件
　　・市県民税　　　　　　　54件
　　・固定資産税　　　　　 54件
　　・軽自動車税　　　　　   0件
　　・国民健康保険税　　　50件
・今後、広報等を通じて利用促進を
図るとともに、支所の業務量の推移
を観察します。

・(対象税目）
　市県民税、固定資産税、軽自動車
税、国民健康保険税
・（対応アプリ）
　Pay Pay　、　LINE Pay
・（令和５年３月末時点利用実績）
　計８６５件
　　・市県民税　　　　　　　179件
　　・固定資産税　　　　　 361件
　　・軽自動車税　　　　　 167件
　　・国民健康保険税　　 158件
・令和３年度利用実績が158件でし
たので、納税の利便性が向上してい
ます。
・令和４年７月１５日から介護保険料
や後期高齢者医療保険料もキャッ
シュレス決済サービスを導入しまし
た。

・（対象税目）
市県民税、固定資産税、軽自動車税、
国民健康保険税
（参考：介護保険料、後期高齢者医療
保険料も利用可能）
・（対応アプリ）
Pay Pay、LINE Pay
この他、令和5年4月1日から固定資産
税、軽自動車税が共通納税システム
でキャシュレス納付可能となりました。
・（令和６年３月末時点利用実績）
10,036件（決済アプリ632件＋共通納
税システム9,404件）
 ・市県民税　　　261件（ｱﾌﾟﾘのみ）
 ・固定資産税 6,100件(内ｱﾌﾟﾘ98件)
 ・軽自動車税 3,438件(内ｱﾌﾟﾘ36件)
 ・国民健康保険税 237件(ｱﾌﾟﾘのみ)
決済アプリ利用は前年度比233件減少
したものの、キャッスレス決済全体では
前年度比9,171件増と納税者の利便性
向上につながりました。
(参考：介護保険料 63件､後期高齢者
医療保険料 4件)

・（対象税目）
市県民税（普徴）、固定資産税、軽
自動車税、国民健康保険税
（参考：介護保険料、後期高齢者医
療保険料も利用可能）
・（対応アプリ）
Pay Pay、LINE Pay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ
令和６年４月１日からｄ払い、auPAY
で納付可能となりました。
・（令和７年３月末時点利用実績）
12,323件（決済アプリ969件＋共通
納税システム11,354件）
 ・市県民税（普徴）403件（ｱﾌﾟﾘのみ）
 ・固定資産税 7,662件(内ｱﾌﾟﾘ147
件)
 ・軽自動車税 3,910件(内ｱﾌﾟﾘ71件)
 ・国民健康保険税 348件(ｱﾌﾟﾘのみ)
・決済アプリ利用は前年度比で338
件増加し、キャッスレス決済全体で
は前年度比2,287件増と納税者の利
便性向上につながりました。
(参考：介護保険料 99件､後期高齢
者医療保険料32件)

委員会の意見

妥当と認める。
キャッシュレス決済は、手数料負担が大き
いので留意すること。また、キャッシュレス
決済に不慣れあるいはできない者も一定
数いるので、従来どおりの方法も維持しつ
つ、デジタルデバイド（※）対策を進めるこ
と。

（※インターネットやコンピュータを使える
人と使えない人との間に生じる格差）

妥当と認める。 妥当と認める。
妥当と認める。
なお、デジタル端末の操作に不慣れ
な方に対する対応も継続すること。

状況

事業名
委員会に示した
改革の方向性案

委員会の答申内容 答申内容を踏まえ計画期間中に
実施する取組

担当部署

8/13



総括 詳細意見

9

証明書等コン
ビニエンススト
ア交付環境整
備事業

市民の利便性の向上と事務の効率
化のため、交付環境を整備。

利用者数の検証と併せて進めること
事業の開始に伴う広報等のPR活動
を積極的に行うこと。

住民票、印鑑証明書等の窓口で発
行している証明書類について、令和
3年度中にコンビニエンスストアでの
交付環境を整備することで、令和4年
度からの交付開始を目指します。

企画財政課
（デジタル化推

進室）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・令和3年度中のサービス開始を目
指し、交付環境の整備（コンビニ交
付システムの構築）に向けた作業を
進めています。
・今後、広報等を通じて利用促進を
図るとともに、支所の業務量の推移
を観察します。

・令和4年3月28日にサービスを開始しまし
た。
・広報紙やホームページでの周知に加
え、窓口で証明書を取得した市民の方、
戸籍の郵送申請をした方、マイナンバー
カードを申請した方に、コンビニ交付をPR
するチラシをお渡しています。また、窓口
が混雑する時期に合わせて市公式LINE
による利用促進通知を発信しました。
・開始当初の4月は、対象の証明書発行
件数に対するコンビニ交付件数の割合が
3％でしたが、12月分では、初めて10％を
超え、3月分では、15%を超えました。

【R5.3月分】
コンビニ交付件数：418件（窓口：2641件）
【R4.4.1～R5.3.31】
コンビニ交付件数：1935件（窓口：26109
件）

・コンビニ店舗のキオスク端末の操作と同
様の画面で証明書の発行申請ができる
タッチパネル型の端末を庁内に設置し、
職員の業務効率化、市民の申請時の負
担軽減を図っています。

・ホームページによる周知のほか、窓口で
証明書を取得した市民の方、戸籍の郵送
申請をした方、マイナンバーカードを申請
した方に、コンビニ交付をPRするチラシを
お渡ししています。
また、窓口が混雑するゴールデンウイー
ク、お盆、年末年始前の時期に市公式
LINEによる利用の案内を発信しました。
・令和4年度における対象の証明書発行
件数に対するコンビニ交付件数の割合は
7.4％でしたが、令和5年度においては、
16.3％となり、8.9ポイントの増加となって
います。

【R5.4.1～R6.3.31】
コンビニ交付件数：3892件（窓口：23892
件）

・コンビニ店舗のキオスク端末の操作と同
様の画面で証明書の発行申請ができる
タッチパネル型の端末を庁内に設置し、
職員の業務効率化、市民の申請時の負
担軽減を図っています。

・昨年度に引き続き、阿賀野市ホー
ムページや窓口でのチラシの配布
等によって、コンビニ交付をPRしまし
た。
・阿賀野市公式LINEを用いて、ゴー
ルデンウィークや年度末等の前にコ
ンビニ交付案内の配信を行うことで、
利用促進を図りました。
・令和６年度のコンビニ交付件数の
割合は、17.7％となり、昨年度から
1.4ポイントの増加となりました。

【R6.4.1～R7.3.31】
コンビニ交付件数：4,674件（窓口：
21,793件）

・コンビニ店舗のキオスク端末の操
作と同様の画面で証明書の発行申
請ができるタッチパネル型の端末を
庁内に設置し、職員の業務効率化、
市民の申請時の負担軽減を図って
います。

委員会の意見 妥当と認める。

妥当と認める。
なお、マイナンバーカードの活用に
ついて市民の理解と周知に努めるこ
と。

妥当と認める。
妥当と認める。
なお、デジタル端末の操作に不慣れ
な方に対する対応も継続すること。

担当部署

状況

答申内容を踏まえ計画期間中に
実施する取組

事業名
委員会に示した
改革の方向性案

委員会の答申内容

9/13



総括 詳細意見

10
ＡＩ・ＲＰＡ導入
推進事業

事務の効率化によるコストの低減の
ため、RPA（作業自動化）を導入。

実施により事務の質向上を目指すこ
と

業務の改善や業務の質向上のた
め、どのように活用できるかという視
点で取組を進めること。
有効性について効果検証を行うこ
と。

令和3年度から、パソコン入力等の定
型的な事務作業への、RPA技術の
導入に取り組み、計画期間中での活
用業務の拡大を図ります。

企画財政課
（デジタル化推

進室）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

　・無償トライアルにより業務量の削
減効果を検証（実証）したのち、ライ
センスの調達を行いました。（11月
11日入札）
　・職員向けに実証報告会を開催（9
月15日）するとともに、今後の活用
拡大に向けて利用希望調査を実施
しました。
・無償トライアルによる実証結果（２
課５業務を対象）
　⇒削減効果　268時間／年
・現在、5業務程度を想定し、導入し
やすい業務から導入予定であり、今
後さらに導入業務を拡大します。

【RPA】
・随時導入業務を拡大させました。
（業務削減効果：３月末時点）
　　→3課8業務264時間
・職員向けの研修会を実施しまし
た。（7月、11月）

【AI】
・議事録作成支援システムを導入し
ました。
（業務削減効果：３月末時点）
　　→13部署　335.5時間
・導入時の6月に利用説明会、11月
にフォローアップ研修を開催しまし
た。
・利用が初めての職員には、事前準
備から議事録編集までサポートをし
ています。

【RPA】
担当課からの依頼を受け、新規で2
業務に導入しました。

（業務削減効果）
　3課10業務321時間（R6.3月末時
点）

【AI】
・議事録作成支援システムによる令
和5年度の業務削減効果は454時間
であり、前年度比で削減時間が
118.5時間増加しました。

　（令和5年度業務削減効果）
　13部署76会議利用　454.0時間削
減

・利用促進に向け、未経験者向けと
経験者向けの２種類の職員研修会
を6月に実施しました。

【RPA】
・更なる導入業務拡大のため、他市
町村の導入事例をもとに、導入候補
業務として、６業務を抽出し、担当者
にヒアリングを行い、当市における導
入の可能性について検討を行いまし
た。
・検討の結果、１業務を新規に導入
し、導入業務を拡大させました。
（業務削減効果）
　４課11業務347時間（R7.3月末時
点）
【AI】
・昨年度から引き続き、議事録作成
支援システム活用を通じて、業務時
間の削減を進めました。
　（令和６年度業務削減効果）
　13部署66会議利用　367.0時間削
減
・利用促進に向けた取組として、シス
テム操作体験会を新たに組み入れ
る形で、未経験者向けと経験者向け
の２種類の研修会を６月に実施しま
した。

委員会の意見
導入自体を目的とせず、事務の質
向上の手段と考えるよう留意するこ
と。

妥当と認める。 妥当と認める。 妥当と認める。

状況

事業名
委員会に示した
改革の方向性案

委員会の答申内容 答申内容を踏まえ計画期間中に
実施する取組

担当部署

10/13



総括 詳細意見
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庁内会議等の
ペーパーレス
推進事業

事務の効率化によるコストの低減の
ため、ペーパーレス化を推進。

実施により事務の質向上を目指すこ
と

市民への行政サービスや、市役所
の事務の質の向上の視点を踏まえ
て取組を進めること。
有効性について効果検証を行うこ
と。

令和3年度から、庁内会議等にタブ
レット型端末等の電子媒体を導入し
て、期間中での活用拡大を図りま
す。

企画財政課
（デジタル化推

進室）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・タブレット端末（セルラーモデル15
台、Wifiモデル5台）、電子黒板（２
台）を導入するとともに、活用に向け
た職員説明会等を実施しました。
職員説明会等実施回数　⇒　７回
　　　　　（参加者延べ人数164人）
・（利用状況）
　　・タブレット：28回、電子黒板：46
回
・現在は普及段階であり、今後はより
使いやすい環境を整備して使用を
拡大します。

・令和2年度末から「Teleoffice（ペー
パーレス会議システム）」の利用を開
始しましたが、情報の取扱いなど、
運用面の制約から利用実績が少な
い状況であり、費用対効果が望めな
いことから、令和3年度末で契約を
終了しました。
・現在、新たなシステムの導入及び
端末の活用方法について検討して
います。

【利用状況：令和4年4月～令和5年3月）】
タブレット：444回（延べ貸出回数）
電子黒板：22回

・タブレット（セルラーモデル）につい
て、災害時等における庁内の情報
共有の迅速化を図る観点から、令和
5年7月から建設課と消防本部に各1
台を配備する運用に変更しました。
・タブレット（Wifiモデル）について、
デジタル化推進リーダーからタブ
レット端末等の活用による事務効率
化に向けた事業提案（訪問記録等
のペーパーレス化）があり、令和6年
2月から健康推進課と社会福祉課に
試験的に各3台を配備し、活用の促
進を図りました。
・電子黒板について、庁内会議や各
種Web会議等の際に活用が図られ
るよう、操作・設定等の支援を随時
実施しました。

【利用状況：令和5年4月～令和6年3
月】
タブレット：160回（延べ貸出回数）
電子黒板：74回

・タブレットについて、Web会議等で
の利用のほか、AIオンデマンドバス
や申告相談会の予約受付、また、人
事係のeラーニングなど、新たな用途
における利用を拡大しながら、活用
の促進を図りました。

・電子黒板について、庁内会議や各
種Web会議等の際に活用が図られ
るよう、操作・設定等の支援を随時実
施しました。

【利用状況：令和６年４月～令和７年
３月】
タブレット：144回（延べ貸出回数）
電子黒板：50回

委員会の意見 計画的に進めること。 妥当と認める。 妥当と認める。 妥当と認める。

担当部署

状況

答申内容を踏まえ計画期間中に
実施する取組

事業名
委員会に示した
改革の方向性案

委員会の答申内容
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3４　公共施設等のマネジメントの推進

総括 詳細意見

12
白鳥の里維持
管理事業

目的（瓢湖の歴史及び野鳥のPR拠
点）の再検討による、効果的な活用
への見直し。

立地を生かした新たな活用など、施
設を見直しすること

瓢湖に訪れた方が立ち寄るような施
設への見直しを行い、利用者がどれ
だけ増加するかなどの指標を定め、
PDCAサイクルに基づき、検証を
図っていくこと。

委員会の意見を踏まえて、設置の目
的（白鳥の生態と保護の歴史紹介
等）以外の活用も含めて、効果的な
観点から施設の活用を検討します。

公園管理事務
所

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

・瓢湖の歴史や野鳥の紹介に併
せ、市の観光もＰＲするとともに、来
場者や隣接する白鳥公園利用者が
気軽に入れようなスペースを軸に内
部で検討しています。

・観光情報発信コーナーと併せ、子
育て環境の充実のため、無料休憩
所や室内の遊びスペース、おむつ
替え室等を設ける素案（たたき台）を
作成しました。今後は、R５年度中に
事業計画や事業費をまとめ、議論し
た上で施設方針を策定するよう取り
組みます。

・施設の雨漏りがひどく、空調も老朽
化にしているため、活用に当たって
は修繕・改修が必要な状態です。修
繕計画を立て修繕するか施設を廃
止するか検討していきます。

・令和６年度では修繕箇所と費用の
算出を行い、修繕計画を検討しまし
た。令和７年度では今後の利活用の
見込みを整理し、修繕するか施設を
廃止するか施設の在り方を検討予定
です。

委員会の意見
進捗が遅い。
目標を定め計画的に進めること。

目標設定がない。
目標を定め計画的に進めること。

施設の在り方・方向性を定め、目標
を設定して計画的に進めること。

速やかに施設の在り方の検討結果
をまとめ、目標を設定して計画的に
進めること。

状況

事業名
委員会に示した
改革の方向性案

委員会の答申内容 答申内容を踏まえ計画期間中に
実施する取組

担当部署
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総括 詳細意見

13
少年自然の家
管理事業

効率的、効果的な運営を目指した
施設目的を含めた見直し。

民間活用も含め、魅力的環境を再
生すること

自然環境を生かした効果的な活用
方法を民間の導入を含めて検討し、
利用者がどれだけ増加するかなど
の指標を定めたPDCAサイクルに基
づき、検証を図っていくこと。

委員会の意見を踏まえて、社会教育
施設以外の目的を含めて、効果的
な施設活用を行います。

生涯学習課

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
・公共施設等総合管理計画に基づ
く個別施設計画で整理しています。
それを踏まえて4年度以降進捗管理
を行います。

・公共施設等総合管理計画に基づ
く個別施設計画で整理しています。

－ －

委員会の意見 別途報告

14

宝珠温泉保養
センターあか
まつ荘運営管
理事業

維持管理コストの低減による効率
的、効果的な運営への見直し。

民間活用、廃止も視野に入れた見
直しを行うこと

売却及び民営化等を含めた抜本的
な見直しを行うこと。
指定管理施設とする場合は、利用
者数の達成状況をPDCAサイクルで
検証し、民営化、廃止を含めた次の
方策に移行するための基準を設定
すること。

委員会の意見を踏まえて、現在の目
的以外での活用や廃止等を含め
て、施設の運営について抜本的な
見直しを行います。

商工観光課

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
・公共施設等総合管理計画に基づ
く個別施設計画で整理しています。
それを踏まえて4年度以降進捗管理
を行います。

・公共施設等総合管理計画に基づ
く個別施設計画で整理しています。

－ －

委員会の意見 別途報告

担当部署

状況

状況

事業名
委員会に示した
改革の方向性案

委員会の答申内容 答申内容を踏まえ計画期間中に
実施する取組
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